
年次有給休暇制度は改正労基法に
対応したものとなっていますか？

事業主のみなさまへ

改正労働基準法により、平成３１年４月１日から、年次有給休暇の年５日の時季
指定が義務化されました。以下の４つの項目から、自社の年次有給休暇制度が改
正労基法に対応したものとなっているか確認しましょう！

１．年次有給休暇の基本的なルールは理解していますか？

２．年５日の年次有給休暇を取得させていますか？

年次有給休暇の付与要件は、①６か月継続勤務し、②全労働日の８割以上出勤
することです。
▶ 年次有給休暇の付与日数（一般労働者）※パートタイム労働者等も所定労働日数に応じて比例付与する必要があります。

勤続年数 ６か月 １年６か月 ２年６か月 ３年６か月 ４年６か月 ５年６か月 ６年６か月以上

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日

P３、P4
を確認！

年１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇が付
与されてから１年以内に年５日について、使用者が時季を指定して取得させな
ければなりません。

３．年次有給休暇管理簿は作成していますか？

４．就業規則に時季指定に関する事項の記載は済んでいますか？

年次有給
休暇管理
簿作成の
留意事項

① 労働者ごとに基準日（年次有給休暇の付与日）を記入しましょう。

② 労働者ごとに年次有給休暇の付与日数を記入しましょう。

③ 年次有給休暇を取得した日付を記入しましょう。

④ 年次有給休暇管理簿は３年間保存しましょう。

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項（労基法第89条）で
あるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時
季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法について、就業規
則に記載しなければなりません。

P６を確認！

P５、P６
を確認！

P７を確認！

新見労働基準監督署

※年次有給休暇を５日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

未対応の項目があれば、こちらのパンフレットで詳細を確認しましょう。

未対応の項目がある場合は、パンフレット「年5日の年次有給休暇
の確実な取得わかりやすい解説」で詳細を確認しましょう。
このパンフレットは、厚生労働省のHPからダウンロード
できます。監督署の窓口でもお配りしています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

ご不明な点等がございましたら、新見労働基準監督署 労働時間
相談・支援コーナー（0867-72-1136）にお気軽にご相談ください。



新しい働き方・休み方を実践するために
年次有給休暇を上手に活用しましょう

事業主のみなさまへ

●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち５日を除いた残りの日数について、労使協定を

結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、

労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

●時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。

●働き方・休み方改善ポータルサイト、
年休取得促進特設サイトのご案内

年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

新見労働基準監督署

働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「働
き方・休み方改善指標」を活用して自己診断を
したり、企業の取組事例や働き方・休み方に関
する資料などが見られます。

年休取得促進特設サイトでは、制度説明、企業
の取り組み事例などが見られます。

働き方・休み方改革にご活用ください。


